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１．はじめに

日本での石綿の法的な規制は、半世紀に
わたって強化されてきた。石綿の規制は、
当初は製造工場での規制から始まり、製品
が社会に浸透するに従い、また有害性が明
らかになるに従い、追加、強化されて現在
に至っている。

発がん物質である石綿は、その利用の過
程である採掘、輸送、製造、使用、除去、
廃棄のすべての段階での管理が必要であ
り、そのうえに石綿関連疾患による被害は
労働者だけでなく、周辺住民や建物利用者
に及んでいることから、複数の法規により
規制されている。そのため石綿を規制する
法規は多岐にわたり、複雑である。

本稿では、これまでの石綿の法規制の歴
史を概括し、石綿対策における今後の課題
を検討し提言を示す。

２．石綿の法規制の歴史

まず、現状の法規制を理解するために、
また今後の石綿対策の方向性を考えるため
に、石綿の法規制の歴史を振り返る。

石綿による疾患は、20世紀初頭の英国に
おいて石綿製品製造工場で働く労働者に石
綿肺が多発したことが始まりであった。そ
の後1930年代には、肺がんを起こすことが
報告され、1960年代に、中皮腫の原因とな
ることが明らかになった。遅発性の重篤な
疾患の原因となることが明らかになるのに

表1　石綿規制の経過
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応じて、日本でもԤถでも、規制がڧ化さ
れてきた。

ʢ̍ʣ1���͔Β��
1960年代から世界の石綿使用国で、発が

Μ物質としての規制の検౼が始まった。国
際࿑ಇ機関（I-O）と世界保健機ߏ（8)O）
が石綿を発がΜ物質とೝఆしたのは1972年
である。ද̍に、日本の石綿の規制のྺ史
を示す。

࿑ಇ省は、1971年に特ఆ化ֶ物質等ো害
予防規ଇ（特化ଇ）により局所排気置１）

の設置とՔಇを義付けた。これが石綿の
製造工場での規制の始まりであった。1972
年に࿑ಇ安全衛生法（安衛法）が࿑ಇ基準
法からಠ立し、࿑ಇ省の石綿規制のࠜڌと
なる。1975年９月、特化ଇが改正され、石
綿は発がΜ物質として「特別管理物質」に
指ఆされた。この改正では、ਧ付け石綿を
施工する࡞業が࡞業者のߴ濃度の石綿く
࿐が問題となり、事実上ې止された。

1980年代に入ると、石綿の産業利用の開
始がૣかったӳ国では、中ൽजのࢮ者
が૿加し始めたこともあり、世界的に石綿
健康Өڹについての研究が進み、製造工場
やਧ付け࡞業での৬業く࿐だけではな
く、ਧ付け石綿の除ڈ時のく࿐、߭ࢁや
工場पลの一ൠ環境でのく࿐のӨڹも
目されるようになった。ӳ国では、1983年
に石綿除ڈ業のライセンス制の導入と࡞業
のಧ出が義化された。

ถ国環境保ޢி（E1"）は、1984年に
建物の石綿について全国調査を行い、特に
されているਧ付け石綿等のඈ散性にߍֶ
がߴい建材が大ྔにされていることを発
表し、1986年にすべてのֶߍ内の石綿含有
建材の調査と対策等を規ఆしたʰ石綿災害
緊急対策法（")ER"）ɦ が制ఆされた。
除࡞ڈ業の規制もڧ化され、現ࡏのような
ִと負ѹ管理が義付けられた２）。ӳ国
とถ国は、ともに1980年代後半に࡞業場の

規制値を、それまでよりも１ܻ低い１G�NM
Ҏ下にҾき下げている。ӳ国とถ国では、
この時期に大きな規制ڧ化に踏み切るとと
もに、規制の中心を製造現場から建設現場
へシフトしている。

そのようなӨڹから日本では、ֶߍのڭ
ࣨ等のఱ井にٵԻのためにਧ付け石綿が使
用されていることが明らかになり、「ֶߍ
ύニック」とݺれる社会問題が発生した。
時の環境ிは、石綿について最新の研究
や海外での動向について調査し３）、1989年
から大気汚染防止法（大防法）に石綿の規
制を加えた。規制を࿑ಇ環境から一ൠ環境
に拡大したҙ義は大きい。

しかし、規制の内容は、ӳ国やถ国のよ
うな大きな規制ڧ化とまでは言えͣ、規制
対は製造工場にݶఆされていた。ਧ付け
石綿の除ڈについては、ถ国から現ࡏのよ
うなִと負ѹ管理の技術が導入され、ઐ
門的に石綿除ڈをけ負う業者が現れた
が、これらの対策の有ແには法的なڧ制力
はなかった。

ʢ̎ʣ1���Ҏ߱
石綿の༌入ྔは1990年代に入ると減গす

るが、建物等にされた石綿含有製品の対
策の重要性が૿した。

1995年にް生࿑ಇ省は、石綿含有建材の
除ڈ現場の規制として、特化ଇを改正し、
解体・改修前の事前調査、ਧ付け石綿除ڈ
のಧ出と1980年代後半に導入された除ڈ時
のִと負ѹ管理を義付けた。また、発
がΜ性のڧい石綿छであるクロシドライト
とアϞサイトの使用等をې止し、石綿含有
製品のఆ義の基準を̑重ྔˋ超から１重
ྔˋ超とした。ཌ1996年、環境省は大気汚
染防止法でも、ਧ付け石綿等の除ڈについ
てಉ༷の規制を開始した。

1999年にE6加ໍ国が、クリιタイルを
含む石綿の全面ې止を決ఆしたことから、
日本でもې止が検౼され、2004年に建材等
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10品目への石綿の使用がې止された。2005
年̒月、石綿含有製品製造工場のपล住民
に中ൽजが多発している問題が報道され、
石綿問題が大きくクローズアップされた。

「クボタショック」である。
その直前にް࿑省は、それまでの特化ଇ

から石綿の規制をಠ立させて石綿ো害予防
規ଇ（石綿ଇ）とした。ް࿑省は、石綿製
品製造工場における規制に力点をおいた特
化ଇでは、建設現場での石綿の除ڈや解体
の࡞業にे分対応できないことから、26年
Ϳりに新たに特別衛生規ଇを制ఆしたもの
で、石綿対策の重要なస点といえる。

石綿ଇには、解体等の前に石綿含有建材
の有ແを調査する事前調査という新たな規
制がりࠐまれ、ਧ付け石綿だけでなく、
成ܗ൘も含めたすべての石綿含有建材の除
業、つまり一ൠの解体工事でも、石綿࡞ڈ
のඈ散防止対策と࿑ಇ者の健康管理、࡞業
主任者のબ任等が義付けられた。また、
建物にされているਧ付け石綿の危ݥ性か
ら、事業者に対し、ਧ付け石綿等がある建
物でಇく࿑ಇ者のく࿐防止対策を義付
けた。そして、2006年９月１日に石綿の使
用等の原ଇې止が施行された。

国土ަ通省（国ަ省）は、建物の利用者
を建物内の危ݥ有害要因から保ޢする観点
から石綿を規制している。建築基準法の規
制は2006年からで、建材への石綿の使用を
告ק、止し、ਧ付け石綿等は、ఆ期報告ې
の対となった。2013年には、建築物に
されたਧ付け石綿等（レベル１）と保温材
等（レベル２）について実態調査を進める
ための環境整備の一環として「建築物石綿
含有建材調査者（調査者）」の制度を開始し、
ཌ年から（一財）日本環境衛生センターが講
श機関として調査者のཆ成を開始した。

ʢ̏ʣ·ͱΊ
Ҏ上のように、石綿の規制は、1970年代

に製造工場の࿑ಇ環境をकるための規制が

開始され、1980年代に一ൠ環境を保ޢする
ための規制が加わり、1990年代には建設現
場での規制へと重点を移し、2000年に入り、
さらにڧ化されるとともに建物内の環境の
問題としても規制されるようになった。石
綿の規制は、年代の経աにい規制がڧ化
されるとಉ時に、ൣғががり、また移行
したとみることができる。

一方、このような施策が後खに回った点
も指ఠしておかなけれならない。2014年
の大ࡕઘೆアスベストૌু最ࡋߴ決で
は、1971年に義付けられた製造工場での
局所排気置は、1958年のஈ֊で規制すべ
きだったとして、国の規制ݶݖ不行使をೝ
め４）、さらに2021年̑月、建設アスベスト
ૌুの最ࡋߴ決では、1975年のஈ֊で建
設現場での防じΜマスク着用等の義付け
をすべきであったとして、2004年の建材へ
の石綿使用のې止までの間の石綿く࿐に
ついて国の任をೝめた̑）。

ॾ外国でも規制のれによる被害の拡大
は指ఠされている̒）が、日本では、製造
工場では13年、建設現場では30年ۙくの
期にわたって必要な対策がとられͣ、その
ために被害を拡大してしまったことは、深
に受け止めなけれならない省点であࠁ
る。そして、ಉ時にそれは現ࡏの規制の合
理性、ଥ性をे分に検౼、検ূしなけれ
ならないことのࠜڌでもある。

３ɽੴ໖ରࡦにお͚るޙࠓの՝

大防法改正のための石綿ඈ散防止খ委員
会のਃ案に対するύブリックコメントに
は、3,611݅のҙ見が寄せられた。ҙ見が
ू中したのは、建物調査、大気濃度ଌఆ、
化を求めるҙ見ڧ検査等について規制ྃ
が多く、300݅を超えるҙ見が寄せられた
ものもある。今回の大きな改正を経てもな
お積みしの課題があることは明らかであ
り、それに対する社会の関心はߴい。
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今後の課題を検౼するにあたり、ӳ国で
の規制を参考とした。ਤ̍に示すようにӳ
国は、日本よりも石綿の大ྔ使用の開始が
ૣかったために、被害のࡏݦ化も約20年ૣ
く、規制も日本にઌ行している。
ද̎に石綿規制の日ӳൺֱを示す。これ

までの規制において、日本はӳ国の10年か
ら20年れてを追っている。ਤ が̍示すよ
うに日本の石綿の༌入ྔはӳ国よりもかなり
多く、総ྔは約1.6ഒである。20年後には、
日本の中ൽजのࢮ者は、現ࡏのӳ国を
超えるであΖうݫしい想ఆをしなけれなら
ない。ӳ国は被害も規制も日本にઌΜじて
いる。このような状況から、ӳ国の経ݧと
それに基づく規制は検౼に値すると考えた。

これらを踏まえ、日本の今後の石綿対策

において重要と思われる課題をҎ下に整理
した。

ʢ̍ʣࣄ�前ௐࠪɺੳௐࠪɺ֬ྃೝの
৴པੑの֬อ

事前調査およͼ分ੳ調査の資֨要݅がఆ
められ、また解体工事での事前調査݁Ռの
ಧ出を義付けることにより、ద正な建物
調査が期される。しかし、建物調査に求
められる正確さ、公正さの確保には課題が
。る

2013年にスタートしたॳの調査者制度
は、建築࢜等の資֨要݅に加えて実経ݧ
がある者に対する実地研修を含む̑日間の
講शとݧࢼによって調査を実施できる者を
ཆ成してきた。2018年には、国ަ省に加え

ਤ１　石໖༌入ྔと中ൽजࢮ者数の推Ҡ（日英ൺֱ）
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てް࿑省、環境省とのࡾ省の共管となった
が、その際に受講資֨の要݅をҾき下げ、
実地研修を別立てにして、ϋードルを下げ
た。実地研修のない一ൠ建築物石綿含有建
材調査者は、11時間の講義を受け、修ྃ考
査に合֨すれ資֨を取ಘでき、すべての
建物を調査できる。しかし、実際の事前調
査では、設計ਤ書から石綿含有ٙ建材をந
出すること、目視調査によって建材छを特
ఆすること、ࢼ料を安全に࠾取すること等
の講義のみではशಘできない知識と経ݧ、
技術が求められる。

石綿含有建材の除ڈがྃしたことの確
ೝ（ྃ確ೝ）も新たに法的な要求事߲と
して追加された。ྃ確ೝは調査者または
֘工事の࡞業主任者が行うこととされて
いるが、ྃ確ೝの۩体的な方法、ྃと
するための基準がఆめられていない。また、
調査者講शと࡞業主任者技能講शでは、
ྃ確ೝについての講義はない。まͣ、方法
と基準についての検౼が必要で、それらを
決ఆしたうえで、追加のڭҭが必要である。

これらに関連する制度については、ӳ国
が参考になる。ӳ国の調査者は、まͣ
#O)S（ӳ国࿑ಇ衛生協会）1roGiciency 
.odVMe 1402：「石綿のための建物調査と
取」を受講し、その修ྃ者は̒カ月࠾料ࢼ
間の実経ݧを経て書面による報告書を提
出し、ޱ಄でݧࢼに合֨することにより、
#O)Sから能力ূ明書を取ಘしてॳめて主
任調査者となることができる７）。

またྃ確ೝでは、ISOೝఆを受けた機
関に所属する"naMyst（アナリスト）とい
う資֨者がいる。アナリストの役割は、施
工中は現場に常駐し、気中石綿濃度ଌఆ等
により常に状況を確ೝし、問題が発生した
場合には、事業者と協力して対処すること
である。そしてྃ確ೝでは、పఈ的な目
視検査とִ内෦の気中石綿濃度ଌఆを経
てִを解除し、最終評価を行い、現場の
再立入りのڐ可を出す。アナリストがڐ可
しないか͗り、現場の利用再開はできな
い̔）。ӳ国では、֨ݫな資֨制度と資֨者
の役割分担と任を明確にすることによっ
て制度の機能を保ূしている。

資֨者による事前調査と分ੳ調査、ྃ
確ೝの義化は重要な改正点である。一方、
これらの制度の信པ性の確保については多
くの課題があり、ॾ外国の例を参考にしな
がら、関係者が協力して取り組むことが重
要である。ච者が所属する（一社）建築物石
綿含有建材調査者協会（"S"）では、会
員である調査者に対して技能向上のための
実地研修等のछ々のڭҭと研修を提供して
いるが、民間ஂ体の取り組みでは自ͣとݶ
界がある。継続的な技能確保のための公的
な組みが必要である。

ʢ̎ʣϦεΫΞηεϝϯトʹΑるϦεΫཧ
石綿ଇ第１の目的には、「（事業者は）

石綿にく࿐される࿑ಇ者の人ฒͼに࿑
ಇ者がく࿐される期間ٴͼఔ度を最খݶ

ද２　石໖規制の日英ൺֱ
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度にするようめなけれならない」とある。
「く࿐される期間」に「ఔ度（く࿐

濃度）」をじることにより、「く࿐ྔ」
がಘられる。く࿐ྔは、石綿関連࣬ױの
発症確つまりリスクと૬関があり、これ
は「ྔ-応関係」とݺれる。つまり石
綿ଇの目的は、法規をकるだけはなく、リ
スクをఆྔ的にとらえ、最খにするように
めることを事業者に求めている。これは
力義ではあるが、産業保健の世界では
重要な考え方である。

リスクをఆྔ的にとらえ、大きなリスク
から対策を行う、また合理的に実行可能な
ൣғでリスク管理を行う「リスクアセスメ
ント」は、産業保健活動のபとなっている。

化ֶ物質については、2016年にリスクア
セスメントが義化され、2021年には「৬
場における化ֶ物質等の管理のあり方に関
する検౼会」の報告書９）において、現ࡏ
の特別衛生規ଇによる規制を再ߏ築し、化
ֶ物質の自的な管理、つまりリスクアセ
スメント型の管理に移行する大な見直し
が提案されている。リスクアセスメントに
よって、Պֶ的かつ合理的にリスクを管理
することができるとಉ時に、現場の࿑使が
リスク大きさを知り、対策のҙຯを理解す
る利点もあり、化ֶ物質対策における重要
性は૿している。

一方、石綿除࡞ڈ業では、法規が多く、
ෳ雑でもあり、法規が求める基準をकれ
े分と考えている事業者が多いのが現実
で、リスクアセスメントはࠜ付いていない。
石綿関連࡞業は、法規において建材のレベ
ルと除ڈの工法によって対策が機ց的に決
められている。例え、ਧ付け石綿の除ڈ
では、一的にִの設置、負ѹの管理の
うえで࡞業者はి動フΝン付きٵݺ用保ޢ
。を着用する（３または1S３-1、ڃ̨）۩
しかし、リスク管理のために重要な石綿濃
度ଌఆと濃度管理の義付けはない。࡞業
者はߴ性能の保ޢ۩を着用することで、石

綿く࿐はないと思いࠐΜでいるかもしれ
ないが、保ޢ۩は環境中の石綿คじΜを
全に防ޢするものではない。࡞業場内෦が
容濃ڐ業者は࡞、濃度となった場合にはߴ
度10）を超えるく࿐を受けるおそれがあ
る11）。ଌఆによらなけれ、く࿐の濃度
とྔはѲできないし、リスクは不明で、

「ఔ度を最খݶ度にする」こともできない。
一 方、 ӳ 国 で は、ControM "sbestos 

RegVMations 2012（石綿管理規ଇ）の規ଇ
̒によって、事業者のリスクアセスメント
が義付けられている。規ଇ̒第１߲には、
リスクアセスメントの実施の義が明示さ
れ、第２߲にはそのखॱが次のように示さ
れている。̰）石綿のछྨの特ఆ、̱）
く࿐の特性とఔ度のஅ、̲）制効Ռの
考ྀ、̳）ଌఆ݁Ռの考ྀ、̴）く࿐低
減対策の決ఆ、̵ ）健康அ݁Ռの考ྀ、̶ ）
その他の情報の考ྀ、である。̳）のଌఆ
によって、対策がे分か൱か、さらに対策
が必要かどうかをஅするのはリスクアセ
スメントの基本的なաఔである。ӳ国では、
リスクアセスメントは石綿対策の要として
Ґ置づけられており、ଵるとേଇのద用を
受けることがある。

今回の大防法改正では、࡞業場पลの石
綿濃度ଌఆの義化が検౼されたが、技術
的な問題等によって見ૹられた。これはૣ
急に導入する必要がある。また、࡞業場प
ลよりもߴ濃度のく࿐を受けるおそれの
ある࡞業場内でのリスクアセスメントはよ
り重要である。石綿ଇによるリスクアセス
メントとそのための࡞業場とそのपลの石
綿濃度ଌఆの導入の検౼が必要である。

ʢ̏ʣݐのॴ༗ऀɾཧऀのׂͱ
今回の法規の改正を受けて、ް࿑省は

ホームページ上に「石綿総合情報ポータル
サイト」を設置した。そのトップには「石
綿対策はlօ༷zに関わる問題です」とܝげ
られており、lօ༷zとして、事業者と࿑ಇ
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者だけでなく、建物のオーナー、発者、
住民が示されている。これまでް࿑省は、
事業者と࿑ಇ者に対する発信がほとΜどで
あった。これは一า踏み出すものとして評
価することができる。

工事を行う事業者は、建物の所有者等か
ら工事の発を受けられなけれ、事業自
体が成り立たない。発者が石綿対策の必
要性を理解して、ద正な工අと工期を保ূ
することが石綿対策では必ਢである。前回
の2013年の大防法の改正では、その点が検
౼され、工事のಧ出の主体が元業者から
発者に変ߋされた。今回の改正では、発
者が工事ྃの報告を受けることが新設
された。発者の任は重くなる向は現
れている。しかし、これでे分だΖうかʁ

再々度となるが、ӳ国の組みを介し
たい。石綿管理規ଇの規ଇ４では、使用し
ている建物の所有者・管理者による石綿の
管理の義を課しており、そのための「義
者」が決められている。住居෦分を除く
すべての建物が対で、ҧするとേଇが
ద用されることがある。管理のためには調
査が必要で、調査に基づき管理計画が࡞成
される、調査݁Ռと管理計画は、建物利用
者等の関係者が共有し、例え、事業者は
その建物で࿑ಇ者を使用する場合に、メン
テナンス、改修工事や除ڈ工事を行う場合
には、その情報によりリスクアセスメント
が実施される。建物所有者・管理者は、石
綿管理の最ॳのஈ֊から、任を負うべき
重要な関係者としてҐ置づけられている。

一方、日本における通常使用時の石綿管
理の義は、建築基準法と石綿ଇに規ఆが
ある。建築基準法のఆ期報告（12）のな
かに、ਧ付け石綿等についての報告義が
ある。しかし、特ఆ建築物等の大規模な建
物にݶられており、調査者による調査の義
はなく、߲目はਧ付け石綿等の有ແと対
策の実施状況のみで、実施は７割ఔ度で
ある12）。また石綿ଇには、ਧ付け石綿等の

下でಇく࿑ಇ者のく࿐防止の規ఆがある
（10）。しかし、調査の義はなく、実効
性はऑい。建物の所有者・管理者の管理
任は、中途半でஅย的である。

石綿は発がΜ物質であり、ྼ化したਧ付
け石綿がある建物内でのく࿐による被害
も発生させている。現状の法規制は、石綿
の除ڈと解体・改修時の対策に重きが置か
れているが、発がΜ物質の管理の観点から、
通常使用しているஈ֊での石綿含有建材の
管理をڧ化する必要がある。そのためには、
建物の所有者・管理者の役割と任を明確
にする必要がある。一方、石綿含有建材の
には、国とメーカーにも任があるこٴී
とは明らかで、その管理ための負担を建物
の所有者のみが負うのは不公平感がڧい。
国ަ省では、2005年から建物の石綿の調査
と除ڈに対してิॿ事業を実施してきた。
こうした制度をڧ化することも検౼すべき
である。

�ɽ·とΊ

日本における石綿の規制は1970年代から
半世لにٴͼ、それは規制ڧ化とಉ時に製
造現場から建設現場へと規制の中心が移行
するものであった。しかし、国の施策の
れによって被害が拡大したことが、大ࡕઘ
ೆと建設の２つのアスベスト国ഛૌুに
よって明らかになった。これは、今後の規
制を考えるうえでれてはならない省点
である。石綿含有建材の除ڈと解体のϐー
クを߇えて、また中ൽजによるࢮ者が
今後も૿加することが予想されるなかで、
2020年に関連法規が改正された。調査者に
よる調査の義化等大きな改正といえる
が、課題もる。

第１に、調査、分ੳ調査、ྃ確ೝをద
切に実行できる資֨者をཆ成する必要があ
る。第２に、管理のख法の検౼が必要であ
る。リスクアセスメント型の管理の導入と
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そのための作業場とその周辺の石綿濃度測
定は発がん物質を科学的に管理するための
基本的な手法であり、導入を検討すべきで
ある。第３に、通常使用している段階での
石綿含有建材の管理を強化する必要があ
り、そのためには建物の所有者・管理者の
役割と責任を明確にする必要がある。
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